
める。  

なお、平成20年の法改正により、平成22年7月から、重度でない身体障害   

者又は知的障害者である短時間労働者についても実雇用率の算定対象となる。   

障害者である短時間労働者が通常の所定労働時間働くこと等を希望する旨の   

申出があったときは、事業主は、当該障害者の有する能力に応じた適正な待遇   

を行うよう努めることとされている（法第80条）。社会保険料負担を免れる   

目的で、その雇用する障害者の勤務形態を一方的に短時間労働に変更すること   

は、不適切な待遇に当たるものであり、本人の希望、能力等を踏まえた適切な   

待遇に努める。  

（4）安全・健康の確保  

障害の種類及び程度に応じた安全管理を実施するとともに、職場内における   

安全を図るために随時点検を行う。また、非常時においても安全が確保される   

よう施設等の整備を図る。  

さらに、法律上定められた健康診断の実施はもとより、障害の特性に配慮し   

た労働時間の管理等、障害の種類及び程度に応じた健康管理の実施を図る。  

（5）職場定着の推進  

障害者の職業の安定を図るためには、雇入れの促進のみならず、雇用の継続   

が重要であることから、障害があるために生じる個々人の課題を把握し、適正   

な雇用管理を行うことにより、職場への定着を図る。  

また、法に基づき企業が選任することとされている、障害者の雇用の促進及   

びその雇用の継続のための諸条件の整備を図る等の業務を行う障害者雇用推   

進者や、障害者の職業生活に関する相談及び指導を行う障害者職業生活相談員   

について、雇用する労働者の中からその業務に適した者を選任し、障害者就   

業・生活支援センターと連携しつつ、生活面も含めた相談支援を図るとともに、   

職場適応援助者（ジョブコーチ）を活用することや障害者が働いている職場内   

において関係者によるチームを設置すること等により、障害者の職場定着の推   

進を図る。  

（6）障害及び障害者についての理解の促進  

障害者が職場に適応し、その有する能力を最大限に発揮することができるよ   

う、職場内の意識啓発を通じ、事業主自身はもとより職場全体の、障害及び障   

害者についての理解や認識を深める。  

（7）障害者の人権の擁護  

企業内で、障害者への暴行・暴言、年金の詐取等雇用管理等に問題がある行   

為が行われた場合には、適切な対応を図るとともに、再発防止に向けた周知・   

啓発を行う。  

また、雇用管理や解雇、労働条件等で問題が生じており、企業内では解決が   

困難な場合には、その問題解決及び再発防止のために、公共職業安定所と関係   

機関が連携する障害者雇用連絡会議、各都道府県労働局に設置されている紛争   



調整委員会や都道府県労働委員会によるあっせん等を活用する。  

2 障害の種類別の配慮事項  

（1）身体障害者  

身体障害者については、障害の種類及び程度が多岐にわたることを踏まえ、   

職場環境の改善を中心として以下の事項に配慮する。  

なお、イからハまでに関して、「身体障害者補助大法」（平成14年法律第4   

9号）の改正により、平成20年10月より、常用労働者を56人以上雇用してい   

る事業主並びにその特例子会社及び関係会社は、その事業所に勤務する身体障   

害者が身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。）を使用するこ  

とを拒んではならないこととされ、また、その他の事業主についても拒まない  

よう努めることとされており、同法に基づき適切に対応する。   

イ 視覚障害者については、通勤や職場内における移動ができるだけ容易にな  

るよう配慮する。  

また、視覚障害者の約60％を重度障害者が占めることを踏まえ、個々の  

視覚障害者に応じた職務の設計、職域の開発を行うとともに、必要に応じて、  

照明や就労支援機器等施設・設備の整備や、援助者の配置等職場における援  

助体制の整備を図る。  

さらに、実態として、あん摩・はり・きゅうといったいわゆるあはき業に  

おける就労に大きく依存せざるを得ない状況にあることから、ヘルスキーパ  

ー（企業内理療師）や特別養護老人ホームにおける機能訓練指導員としての  

雇用等、職場の拡大に努める。  

ロ 聴覚・言語障害者については、個々の聴覚・言語障害者に応じて職務の  

設計を行うとともに、光、振動、文字等、視覚等による情報伝達の設備の  

整備や、手話のできる同僚等の育成を図ること等により職場内における情  

報の伝達や意思の疎通を容易にする手段の整備を図る。そのほか、会議、  

教育訓練等において情報が得られるよう、手話通訳者や要約筆記者の配置  

等職場における援助体制の整備を図る。  

ハ 肢体不自由者については、通勤や職場内における移動ができるだけ容易  

になるよう配慮するとともに、職務内容、勤務条件等が過重なものとなら  

ないよう留意する。また、障害による影響を補完する設備等の整備を図る。  

ニ 心臓機能障害者、腎臓機能障害者等のいわゆる内部障害者については、  

職務内容、勤務条件等が身体的に過重なものとならないよう配慮するとと  

もに、必要に応じて、医療機関とも連携しつつ職場における健康管理のた  

めの体制の整備を図る。  

ホ 重度身体障害者については、職務遂行能力に配慮した職務の設計を行う  

とともに、就労支援機器の導入等作業を容易にする設備・工具等の整備を  

図る。また、必要に応じて、援助者の配置等職場における援助体制を整備  

する。  
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さらに、勤務形態、勤務場所等にも配慮する。   

へ 中途障害者については、円滑な職場復帰を図るため、全盲を含む視覚障  

害者に対するロービジョンケアの実施等、パソコンやOA機器等の技能習  

得を図るとともに、必要に応じて医療、福祉等の関係機関とも連携しつつ、  

地域障害者職業センター等を活用した雇用継続のための職業リハビリテ  

ーションの実施、援助者の配置等の条件整備を計画的に進める。  

（2）知的障害者  

知的障害者については、複雑な作業内容や抽象的・娩曲な表現を理解する   

ことが困難な場合があること、言葉により意思表示をすることが困難な場合   

があること等と同時に、十分な訓練・指導を受けることにより、障害のない   

人と同様に働くことができることを踏まえ、障害者本人への指導及び援助を   

中心として以下の事項に配慮する。   

イ 作業工程の単純化、単純作業の抽出等による職域開発を行う。また、施  

設・設備の表示を平易なものに改善するとともに、作業設備の換作方法を  

容易にする。   

ロ 必要事項の伝達に当たっては、分かりやすい言葉遣いや表現を用いるよ   

う心がける。   

ハ 日常的な相談の実施により心身の状態を把握するとともに、雇用の継続  

のためには家族等の生活支援に関わる者の協力が重要であることから、連  

絡体制を確立する。   

ニ 重度知的障害者については、生活面での配慮も必要とされることを考慮  

しつつ、職場への適応や職務の遂行が円滑にできるよう、必要な指導及び  

援助を行う者を配置する。   

ホ 十分な指導と訓練を重ねることにより、障害のない人と同様に働くこと  

ができることを考慮し、知的障害者の職業能力の向上に配慮する。  

また、近年では、製造業のみならず、サービス業や卸売・小売業等、知  

的障害者が従事する業種が拡大していることを踏まえ、知的障害者の特性  

や能力に応じた就業が可能となるよう、職域の拡大を図る。  

（3）精神障害者  

精神障害者については、臨機応変な判断や新しい環境への適応が苦手であ   

る、疲れやすい、緊張しやすい、精神症状の変動により作業効率に波がみら   

れることがある等の特徴が指摘されていることに加え、障害の程度、職業能   

力等の個人差が大きいことを踏まえ、労働条件の配慮や障害者本人への相   

談・指導・援助を中心として以下の事項に配慮する。   

イ 本人の状況を踏まえた根気強く分かりやすい指導を行うとともに、ある  

程度時間をかけて職務内容や配置を決定する。   

ロ 職務の難度を段階的に引き上げる、短時間労働から始めて勤務時間を段  

階的に延長する、本人の状況に応じ職務内容を軽減する等必要に応じ勤務   



の弾力化を図る。特に、当初は長時間の勤務が困難な精神障害者について  

は、採用に当たり本人の適性や状況を見極めた上で職務内容や勤務時間を  

決定し、採用後は常用雇用に移行できるよう、勤務時間を段階的に引き上  

げながら円滑に職場に定着できるよう配慮する。   

ハ 日常的に心身の状態を確認するとともに、職場での円満な人間関係が保  

てるよう配慮する。また、通院時間、服薬管理等の便宜を図る。   

ニ 職場への適応、職務の遂行が円滑にできるよう、必要な指導及び援助を  

行う者を野置するとともに、必要に応じて職場適応援助者（ジョブコーチ）  

の活用も図る。   

ホ 企業に採用された後に精神疾患を有するに至った者については、企業内  

の障害者職業生活相談員や産業医等による相談・指導・援助のほか、地域  

障害者職業センターによる職場復帰支援（リワーク支援）や精神保健福祉  

センターによる支援等の活用により、医療機関や職業リハビリテーション  

機関との連携を図りながら、円滑な職場復帰に努める。  

（4）その他障害者  

発達障害、難病等の慢性疾患、高次脳機能障害等により長期にわたり職業   

生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者につい   

ては、個々の障害の状況を十分に把握し、必要に応じて障害に関する職場の   

同僚等の理解を促進するための措置を講じるとともに、職場内の人間関係の   

維持や当該障害者に対して必要な援助・指導を行う者の配置、障害状況に応   

じた職務設計、勤務条件の配慮等を行う。  

第4 障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基   

本となるべき事項  

障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るに当たっては、今後とも社会全体   

の理解と協力を得るよう啓発に努め、ノーマライゼーションの理念を一層浸透させ   

るとともに、この理念に沿って、障害者が可能な限り一般雇用に就くことができる   

ようにすることが基本となる。この点を踏まえ、公的機関・民間企業に対して雇用   

率達成に向けた指導を行うとともに、更なる積極的な障害者雇用を図るための取組   

を推進する。また、雇用施策に立ち後れの見られる精神障害者に重点を置きつつ、   

障害の種類及び程度に応じたきめ細かな対策を総合的に講ずることとする。さらに、   

厳しい雇用失業情勢の結果、障害者の解雇者数が増加傾向にあることにかんがみ、   

障害者にしわ寄せがいかないよう障害者の雇用の維持、解雇の防止及び再就職対策   

を強化するとともに、中′ト企業における雇用の促進、雇用の継続や職場定着を図る   

など、以下に重点を置いた施策の展開を図っていくものとする。   

1 障害者雇用率制度の達成指導の強化  

法定雇用率の達成に向けて、公的機関については平成24年度までにすべての  

機関における雇用率達成を図ることを目標として、未達成機関を公表すること等   



により指導を強力に実施する。民間企業についても、達成指導を強力に実施する   

とともに、指導にもかかわらず一定の基準を満たさない企業については、企業名   

の公表を実施する。   

この場合、必要に応じて、特例子会社制度のほか、事業協同組合等に係る算定   

特例や企業グループに係る算定特例といった新たな制度の積極的な周知を図り、   

その活用を促す。   

また、除外率制度については、職場環境の整備等をさらに進めつつ、周知・啓   

発を行いながら、廃止に向けて平成16年度より段階的に縮小を進めることとさ   

れており、平成20年の法改正を踏まえた更なる縮小を行うとともに、今後も段   

階的縮小を着実に実施する。また、国及び地方公共団体の除外職員制度について   

も、除外率への転換を図るとともに、企業との均衡を配慮して、同様の方向で進   

める。  

さらに、除外率設定業種における障害者の雇用状況を把握するとともに、除外   

率設定業種における雇用事例の収集・提供、職域拡大を図るための措置等を推進   

することにより、縮小していく場合の障害者の雇用促進につき、支援を行う。  

2 事業主に対する援助・指導の充実等   

障害者雇用に関する好事例を積極的に周知するとともに、発達障害、難病等の  

慢性疾患、高次脳機能障害等障害が多様化してきていることも踏まえ、障害者の   

雇用管理に関する先進的な知識、情報を提供すること等により事業主の取組を促   

進する。   

また、試行（トライアル）雇用制度等を活用し、障害者雇用の経験のない事業   

主に対しても、障害者雇用に対する理解を深め、障害者雇用に取り組むきっかけ   

作りを行う。   

さらに、平成20年の法改正による障害者雇用納付金制度の適用拡大に向けた   

中小企業に対する周知・徹底を行う中で、障害者雇用に対する理解を促進すると   

ともに、各種助成金や支援制度の活用により、中′ト企業における障害者雇用の促   

進を図る。   

このほか、障害者の職業の安定を図るためには、雇入れの促進のみならず、雇   

用の継続が重要であることから、障害者や事業主に対する職場適応指導、きめ細   

かな相談・援助を行うとともに、各種助成措置を充実すること等により、障害の   

種類及び程度に応じた適正な雇用管理を促進する。   

なお、障害者雇用納付金制度を適正に運営することにより、障害者雇用に伴う   

事業主間の経済的負担を調整するとともに、助成金制度を活用することにより障   

害者の雇用の促進及び継続を図る。特に、平成20年の法改正による障害者雇用   

納付金制度の適用拡大や短時間労働者の雇用率算入に当たっては、それにより新   

たに納付金・調整金を申告する必要が生ずる事業主に対して十分な周知を行うと   

ともに、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構においても、納付金徴収業務の   

適切な運用を図る。   



障害者雇用納付金の申告・納付並びに調整金、報奨金及び助成金の支給申請手   

続については、IT化を踏まえた申請方法等により、簡素化に努めることとする。  

3 障害者の雇用の維持、解雇の防止と再就職対策の強化   

公共職業安定所において、在職中の障害者の状況の把握・確認に基づき、離職   

に至ることを未然に防止するよう障害者に対する相談や事業主に対する指導を   

実施するとともに、やむなく離職に至った場合には、再就職に向けた相談援助の   

実施等の雇用支援の強化を行う。  

また、官公需における障害者を多数雇用する企業及び障害者雇用率達成状況へ   

の効果的な配慮の方法について検討する。  

4 重度障害者の雇用・就労の確保   

重度障害者の雇用の場を確保するため、助成金制度も活用しつつ重度障害者多   

数雇用事業所及び特例子会社の設置を促進するとともに、第3セクター方式によ   

る重度障害者雇用企業による雇用・就労の場の確保を図る。   

また、福祉施設等や特別支援学校から一般雇用への移行といった一般雇用に就   

くために特に支援が必要な場合については、移行前の段階から障害者のキャリア   

形成に配慮した処遇がなされることも念頭に置いて、職場適応援助者（ジョブコ   

ーチ）の活用等福祉機関等との連携による雇用支援体制の整備に努めるとともに、   

職務の見直し、職域の拡大、施設・設備の改善の促進、障害者及び事業主に対す   

る相談等の施策の充実を図る。  

5 精神障害者の雇用対策の推進   

精神障害者については、公共職業安定所を通じた新規求職申込件数が近年大幅   

に増加していることと比べると、企業における雇用はそれほど進んでいない状況   

にある。   

このため、精神障害者を雇用義務の対象とするための痍境が早急に整うよう、   

段階的に勤務時間を引き上げる等、適切な雇用管理により職場への定着を推進す   

ることを始め、福祉、保健・医療等の関係機関との緊密な連携の下に、障害者就   

業・生活支援センターによる就業面と生活面の一体的な支援、職場適応援助者（ジ   

ョブコーチ）によるきめ細やかな人的支援を含め、職業リハビリテーションの措   

置の的確な実施に努めるとともに、各種助成措置の活用も図りつつ、雇用の促進   

及び継続を図る。また、職場環境への適応、適切な対人関係や労働習慣の形成等   

の観点から、就労移行支援事業や精神障害者社会適応訓練等との連携を図る。  

さらに、障害者団体や精神障害者の雇用に積極的に取り組む企業とも連携しつ   

つ、精神障害者に関する好事例の収集・提供等により、積極的に啓発・広報を行   

い、事業主の理解の促進を図るとともに、福祉及び保健・医療の関係者等に対し   

ても、精神障害者の雇用に関する取組を促すための啓発を行う。  

加えて、企業におけるメンタルヘルス対策の推進を図るとともに、採用後に精   

神疾患を有するに至った者に対する地域障害者職業センターにおける職場復帰   

支援（リワーク支援）を拡充する等、支援施策の推進を図る。  
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6 発達障害者、難病等の慢性疾患患者等に対する支援   

発達障害者、難病等の慢性疾患患者、高次脳機能障害を有する者等についても、  

発達障害者に対する専門的支援カリキュラムを充実する等地域障害者職業セン   

ター等による職業評価・職業準備支援等の実施、障害者就業・生活支援センター   

よる生活面も含めた支援、職場適応援助者（ジョブコーチ）の活用等、それぞれ   

の障害特性等に応じたきめ細かな職業リハビリテ ーションを実施する。その際、  

発達障害者支援センター、難病相談支援センター、高次脳機能障害支援拠点機関   

等、地域の関係機関との連携を図る。   

また、外見からは障害があることが分かりにくい、具体的な対応方法が分から   

ない等、事業主の雇用管理上の不安があることを踏まえ、雇用管理手法の研究、   

好事例の収集・提供等により、事業主の理解の促進を図る。  

7 多様な雇用・就労形態の促進   

短時間労働、在宅就労等の普及は障害者がその能力や特性に応じて働くための  

機会の増大につながるものであり、必要な支援、環境作りに取り組むこととする。   

特に通勤が困難な重度障害者等を念頭に在宅就業においてITを活用するとと   

もに、自宅等で就業する障害者に対し、仕事の受発注や技能の向上に係る援助を   

行う在宅就業支援団体の育成等の支援策の充実等を図る。  

8 適切な雇用管理の確保等   

雇用の継続のためには、採用後の雇用環境を整えることが重要であることから、   

障害者権利条約において規定されている、個々の状況に応じて必要な調整・変更   

等の配慮を提供するといった「合理的配慮」の考え方に留意しつつ、各種助成金   

も活用しながら、採用から配置、処遇、教育訓練等の様々な局面において、きめ   

細かな雇用管理が行われるよう、事業主の理解の促進を図る。   

解雇、賃金不払い等の労働条件の問題のほか、障害者への暴行・暴言や年金の   

詐取等、雇用管理等に問題が生じている場合について、紛争調整委員会等による   

迅速な解決を図るとともに、障害者本人や家族、同僚等の相談も踏まえ、公共職   

業安定所や労働基準監督署等の関係機関が情報を共有しつつ、迅速な問題の把握   

及び適切な対応を図る。  

9 関係機関との連携等   

「『福祉から雇用へ』推進5か年計画」に基づき、本人の意欲・能力に応じた   

一般雇用への移行を図るほか、特別支援学校等卒業生の雇用を促進するため、公   

共職業安定所を中心とした「チーム支援」を推進することや、地域障害者職業セ   

ンターにおける地域の就労支援を担う人材の育成その他の関係機関に対する助   

言・援助等を行うこと等により、福祉、教育等の関係機関との間の連携・支援を   

強化する。  

また、特に、知的障害者や精神障害者は、職場環境を始めとする環境の変化に   

よる影響を受けやすいこと、地域における社会生活面での配慮が不可欠であるこ   

と等から、地域レベルにおいて、障害者就業・生活支援センターや地方公共団体、   



社会福祉法人、NPO等の民間部門との連携も図りつつ、生活全般に関わる支援   

を行うこととする。  

このような点を踏まえ、障害者の職業生活に関わる社会環境を地域に根ざした   

形で、住宅、交通手段等も含め総合的に整備していくことが重要であり、これに   

対する援助措置の充実に努める。  

10 障害者雇用に関する啓発、広報   

障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るためには、国民一人一人の障害   

者雇用や障害者の職業能力開発、技能の向上の重要性に対する理解や、障害者が   

一定の配慮・支援があれば就労や職場復帰が十分可能であることについての理解   

を高めることが不可欠であることから、事業主団体、労働組合、障害者団体の協   

力も得ながら、事業主、労働者、障害者本人及びその家族や福祉、保健・医療、   

教育に携わる者等を含め広く国民一般を対象とした啓発、広報を推進する。  

また、実際に多くの事業主が障害者の雇用に積極的に取り組んでおり、これら   

の取組を好事例として収集・広報等を行うとともに、このような事業主が社会的   

な評価を得られるような広報を推進することにより、障害者雇用の取組の一層の   

拡大を図る。  

11研究開発等の推進  

障害者雇用の実態把握のための基礎的な調査研究を計画的に推進する。また、   

職業リハビリテーションの質的向上、職業リハビリテーションに関する知識及び   

技術の体系化、障害者の職域拡大及び職業生活の向上を図るため、障害の種類及   

び程度ごとの障害特性、職業能力の評価、職域の開発・拡大、雇用開発等の障害   

者雇用に係る専門的な研究を事業主団体等の協力も得て計画的に推進する。さら   

に、雇用の分野と福祉の分野との問の円滑な移行を確保する上での問題等障害者   

の雇用に関する今後の課題に関する研究を積極的に推進するとともに、発達障害   

者を含め、障害者がIT機器を利用するためのソフト等の開発に努めるとともに、   

障害の特性に応じた効果的な活用及びその指導法の研究開発に努める。  

また、発達障害者や難病等の慢性疾患を含めた障害・疾患等について雇用管理   

に関する情報の収集、蓄積等に努める。   

併せて、これらの研究成果については、十分に施策に反映させるとともに関係者   

に積極的に提供する等、その活用に努める。  

12 国際交流、国際的な取組への対応等  

平成18年12月に国連総会で採択された障害者権利条約に対応するため、労   

働・雇用分野における障害を理由とする差別の禁止、「合理的配慮」の提供等に   

ついて、障害者団体等の関係者の意見を聴いて、国内法制の整備に向けた検討を   

行う。  

また、アジア太平洋障害者の十年最終年会議で採択されたびわこミレニアムフ   

レームワークに基づき、開発途上国に対する職業リハビリテーション分野の技術   

協力、先進諸国との間で障害者雇用に係る情報交換や関係者間の相互交流を進め   



る等我が国の国際的地位にふさわしい国際交流、国際協力を一層推進する。   




